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第１章　財団の活動

事業実績の推移1.3
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図1－1　収入の推移（昭和57年度－平成15年度）

（注）決算ベースの数値
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（注1）決算ベースの数値
（注2）·平成23年度の数値は特例民法法人（H23.4.1～5.31）と新法人（Ｈ23.6.1～H24.3.31）の決算の合計

図1－2　収入の推移（平成16年度－平成28年度）



19

第１章　財団の活動

0

5

10

15

20

25

30
（単位 :
  百万円）

S57
（1982）

S58
（1983）

S59
（1984）

S60
（1985）

S61
（1986）

S62
（1987）

S63
（1988）

H1
（1989）

H2
（1990）

H3
（1991）

H4
（1992）

H5
（1993）

H6
（1994）

H7
（1995）

H8
（1996）

H9
（1997）

H10
（1998）

H11
（1999）

H12
（2000）

H13
（2001）

H14
（2002）

H15
（2003）

調査研究 調査研究助成 国際交流 普及啓発 受託研究業務

図2－1　調査研究・助成等事業の推移（昭和57年度－平成15年度）

（注）決算ベースの数値
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（注2）平成23年度の数値は特例民法法人（H23.4.1～5.31）と新法人（Ｈ23.6.1～H24.3.31）の決算の合計

図2－2　調査研究・助成等事業の推移（平成16年度－平成28年度）
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図3－1　財団事業全体の推移（昭和57年度－平成15年度）

（注）決算ベースの数値



22

第１章　財団の活動

0

50

100

150

200

250

350

300

400

450

500

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
（2004）（2005）（2006）（2007）（2008）（2009）（2010）（2011）（2012）（2013）（2014）（2015）（2016）

（単位 :百万円）
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（注1）決算ベースの数値
（注2）·平成23年度の数値は特例民法法人（H23.4.1～5.31）と新法人（Ｈ23.6.1～H24.3.31）の決算の合計
（注3）事業運営費にはビル賃貸に伴う減価償却、租税公課（固都税、消費税等）を含む。
（注4）管理費には有価証券等売買に伴う手数料等、租税公課（所得税等）を含む。

図3－2　財団事業全体の推移（平成16年度－平成28年度）




